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子どもを虐待から守るための
5か条

乱 ｢おかしい｣と感じたら迷わず連絡
【通告は義務】 (通口

2 . ｢しつけのつもり… ｣は言い訳
【子どもの立場で判断】

: 3 .ひとりで抱え込まない
【あなたにできることから即実行】

: 4 .親の立場より子どもの立場
【子どもの命が最優先】

: 5 .虐待はあなたの周りでも起こりうる
: 【特別なことではない】
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(厚生労働省リーフレットより)

(通告) :

虐待が疑われたり、虐待に気づいたら、
お住まいの市町か、

下記の通告先にご連絡下さい。

北勢児童相談所 鼠 0 5 9 一 3 4 7 一 2 0 3 0

夜間 ･緊急 瓶 0 5 9 一 3 4 7 一 2 0 5 2
(桑名市、いねべ市、四日市市、鈴鹿市、
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オレンジリボンは子とも虐待防止のシンボルマークです。

11月は子ども虐待防止啓発月間
(三重県子どもを虐待から守る条例第2 3条)

｢あなた｣の宝行か子とも蛋守ります。
虐待は子どもに対する重大な権利侵害です。
子どもを虐待から守るためには親の立場よ
り何よりも ｢子どもの立場が最優先J され
なければなりません。 そして、 それができ
るのは｢あなた｣と｢関係機関｣の連携です。

あなたのまわりに ｢気にかかる親子｣ がい
たら、 すぐに最篩の市町や児童相談所に連
絡してください。 連絡した人が特定されな
いように秘密は守られます。

｢あなた｣ の実行が、
子ともを虐待から守ります。

児童相談所全国共通ダイヤル

(お住まいの地域の児童相談所に電話をおっなきします。)　　　　　　　逮隷撃墜鯖嘉彦螢憲妄能勢穣静養ま毒気。

県内児童相談所一覧

中勢児童相談所
夜間 ･緊急

頓旦0 5 9 一 2 3 1 一 5 6 6 6
屯 0 5 9 一 2 3 1 一5 9 0 1

南勢志摩児童相談所 脳0 5 9 6 一2 7 一5 1 4 3
夜間 ･緊急 腹0 5 9 一 2 3 T - 5 9 0 1
(伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡)

伊賀児童相談所
夜間 ･緊急

中日0 5 9 5 一 2 4 一8 0 6 0
巾且0 5 9 一 2 3 1 一5 9 0 1

、名張市)

紀州児童相談所 短 0 5 9 7 一2 3 一3 4 3 5
夜間 ･緊急 旧 0 5 9 一 2 3 1 一 5 9 0 1
(尾鷲市、熊野市、北牟婁郡、南牟婁郡)



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　
　　 　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　
　 　

. ･殴る、蹴るなどの暴力

. ･乳幼児を激しく揺さぶる
･ヤケドを負わせる
･冬に戸外に締め出す

など
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.性的行為の強要、性的暴行 ,

･ 性交やポルノグラフィーを見せる

･ポルノグラフィーの被写体にする
など ･

乏/ ネグレクト (養育の･廃棄 ･驗蟹2
･病気でも病院に連れて行かない
･食事を与えない、衣服、住居などが
極端に不衛生

･ 家に残して外出したり、車内に放置する :
･保護者以外の同居人による暴力を
放置する う

など

　　　　　　　
　 　

. ･無視や、脅迫など子どもの心を
傷つける言動をする

･他の兄弟との差別的な扱いをする
･子どもの目の前で配偶者等への
暴力等を行う

など ･

被虐待児の内訳
平成2 2年度三重県内の児産相鼓所に

寄せられた858件の相顯内訳

高校生･その他
中学生 5.4,6
14.0%

小学生 就学前
35-3%

45.3%

小学生以下が全体の8 0 % 以上を占めています。

~ 虐待の早期発見のために~
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･ 不自然な外傷、アザ、打撲、ヤケドなどが見られる

･ 年齢に比べてやせていたり、低身長、低体重である

･ 髪の毛、顔、手足などが極端に不潔、臭いがする

･ 季節に合わない衣服や不潔な衣服を着ている

･ 態度がおどおどしている、親の顔色をうかがったり、
親と顔をあわせずうつむいたりする

ノ 子ども虐待とは、子どもが耐えがたい苦
-

ー 痛や、 なすすべのない無力感を味わうこ

　　　　　　　　　　　　 　
- ます。 それは、 親や餐青者から
- ｢お前は何をしてもだめなのだ｣

-

　　　　　　　 　
心に受けた傷に一生苦しむ

-
こともあります。 -

　
(児童虐待防止ネットワークリーフレットより) /

全国の児童相談所に寄せられる子ども虐待に
関する相談対応件数は、毎年度増加を続け、
平成22年度は過去最多の55,152件となりました
また、三重県においても、平成22年度には過去

最多の858件となっています。

子ども虐待の早期発見には、子どもの出す
『S O S のサイン』に気づくことが大切です。
以下のような特徴がみられることがあります。
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